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 １）令和５年度 改正のポイント
P.12

画書の届け出を行うこととします。

・活性化計画に多面の活動を定める場合、事業計画書の提出は不要です。（P.40）

・地域計画に定める場合、地域資源保全管理構想の作成が不要です。

・ドローン等による現地確認が可能であることを実施要領に明記されます。

P.13 ・毎年度、変更してきた様式の変更はありません。

・電子申請が利用可能となります。
パソコンやスマホから交付金申請が行えるようになります。

・市町村への提出資料の留意点
実施状況確認等のため資料の作成は必要ですが、保管についても電磁的記録により
保管可能なものは電磁的記録で保管する事も可能です。

 2）事務の簡素化
P.32

「地域資源保全管理構想の作成が不要となる事」の追記

P.40 ・「活性化計画の作成による提出書類の省略」を追記

価変更の場合）」を追記 

P.73 ・地域計画の策定に伴う「地域資源保全管理構想」のみなし規定についてを追記

 3）支出に当たっての留意点
P.55 ・作業委託（外注）等の際に見積徴収を行っていない又は徴収先が３者未満

【注意するべき不適切な実施例】として追記

P.56 ・本交付金の活動以外又は活動のみに使途の限定が難しいものへの支出
【注意するべき不適切な実施例】として追記

(1) 活動組織用

・資源向上支払（共同）における活動項目を変更する場合、申請ではなく、変更計

・地域資源の適切な保全管理のための推進活動の中で、地域計画に定める場合、

・認定された事業計画の変更申請の項目で活動の追加、中止又は廃止の所に「（単

※ 活動の手引き 改正のポイント ※



 4）財産の取扱いについて
P.61

の台帳への記載漏れ
【注意するべき不適切な実施例】として追記

P.66 ・市町村へ提出する書類で領収書等の書類がない支出
【注意するべき不適切な実施例】として追記

 5）保全管理の目標設定について
P.74

うち「目標地図に位置づけられた者」】を追記
・中心経営体型における保全管理の目標設定の該当地域等に【「地域計画」の

・財産管理台帳の記載・作成漏れとして更新等を行った施設、取得した機械や器具



■多面的機能支払交付金の概要

令和５年度 改正のポイント

（１）事務の簡素化
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①「農村環境保全活動」及び「多面的機能の増進を図る活動」の活動項目の変更に係
る手続き簡素化

資源向上支払（共同）における「農村環境保全活動」及び「多面的機能の増
進を図る活動」の活動項目を変更する場合は、申請ではなく、変更計画書の届
け出を行うこととします。
※加算単価に変更がある場合は、引き続き申請が必要です。

申請・・・市町村の認定が必要。
届出・・・市町村の認定が不要。

②活性化計画に多面支払の活動を定める場合、事業計画書の提出が不要

農用地等の保全を定めた活性化計画(農山漁村の活性化のための定住等及び地
域間交流の促進に関する法律第５条第１項に規定する活性化計画)を作成してお
り、その添付書類として
・様式第１－１号 事業計画の認定申請書
・様式第１－２号 事業計画書
・様式第１－３号 活動計画書
・様式第１－４号 長寿命化整備計画書
・様式第１－５号 工事に関する確認書

を既に市町村に提出している場合は
上記様式第１－1号から第１－５号の提出が不要となります。

③地域計画に定める場合、地域資源保全管理構想の作成が不要

地域計画（農業経営基盤強化促進法第19条第１項に定める地域計画）に地域
資源保全管理構想に準ずる記載がある場合、地域資源保全管理構想の作成が不
要となります。

④先進技術による現地確認が可能とわかるようにしました

これまでも実施可能でありましたが、現地確認の負担軽減を推進するため、
人工衛星やドローン等を用いた現地確認が可能であることを実施要領に明記し
ます。



■多面的機能支払交付金の概要

令和５年度 改正のポイント

（２）様式の変更なし
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これまでは、毎年度様式を変更してきておりましたが、令和５年度は様式
の変更がありません。

※ただし、活動期間原則５年に1度の提出となっている様式第１－1号 事業計
画の認定申請書は変更あり。

スマホやタブレット、パソコンなどから交付金申請が行えるよう、共通申請
サービス（eMAFF）による行政手続きのオンライン化へ対応します。

※共通申請サービス(emaff）での申請には、市町村が対応可能となっている必
要がありますので、各市町村へ問い合わせください。

※今までどおり、紙による申請も可能です。

下表の書類は、市町村への提出や市町村での保管は義務ではありません。た
だし、実施状況確認等のために必要であるため、活動組織において作成・保管
は必要です。

「○」･･･義務あり、「×」･･･義務ではない

※１ 市町村から提出を求められた場合は、提出が必要です。

また、令和４年度より予算書や決算書、金銭出納簿等、都道府県・市町村ま
たは活動組織が保管すべき証拠書類のうち、電磁的記録により保管が可能なも
のは、電磁的記録での保管をすることもできます。

（３）電子申請が利用可能になります

（４）市町村への提出書類の留意点

書類名 作成・
組織保管

提出・
市町村保管

財産管理台帳 ○ × ※１
領収書・通帳の写し ○ × ※１
総会資料・議事録 ○ × ※１
活動写真 ○ ○



地域資源の適切な保全管理のための推進活動について、１）～４）を記入してください。

１）保全管理の目標を①～⑥から選んでください。（複数選択可）

○ ①中心経営体との役割分担による保全管理 ④集落間連携や広域的活動による保全管理

②集落営農組織を基礎とした地域ぐるみの保全管理 ○

③地域外の経営体との協力・役割分担による保全管理 ⑥その他

２）今後、地域で取り組んでいくべき保全管理の内容を①～⑤から1項目以上選んでください。

○ ①農地の利用集積に伴う管理作業 ④共同利用施設の保全管理

○ ②高齢農家の農用地に係る管理作業 ⑤その他

○ ③不在村地主等の遊休農地に係る管理作業

３）２）で選んだ内容に取り組むため、今後進めていく取組の方向性を①～⑦から1項目以上選んでください。

○ ①担い手の人材・機材の有効活用、連携強化 ○ ⑤不在村地主との連絡・調整体制の構築

○ ②入り作等の近隣の担い手との協力 ⑥集落間の連携や広域的な活動

○ ③地域住民、土地持ち非農家等を含めた体制づくり ⑦その他

④新たな保全管理の担い手の確保

○

22．有識者等による研修会、検討会の開催

○ 23．その他

17．入り作農家や土地持ち非農家を含む

　 　農業者の検討会の開催

20．集落外の住民・組織や地域住民との意見交換・

　　ワークショップ・交流会の開催

19．不在村地主との連絡体制の整備、調整等

18．農業者に対する意向調査、農業者による現地調査

⑤多様な地域資源管理の担い手による保全管理

21．地域住民等に対する意向調査、地域

　　住民等との集落内調査

４） ２）で選んだ内容に取り組むため、毎年実践する取組を17～23から1項目以上選んでください。

■組織の設立

地域資源の適切な保全活動のための推進活動について、様式中の各項
目についてあてはまるものを選択して「○」を記入します（複数選択可）
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本推進活動については、農地維持支払交付
金の交付を受けて農地維持活動に取り組む
場合には必ず実施します。

番号はP.81の活動項目番号表に示す一連の番号になってい
ます。

地域資源の適切な保全管理のための推進活動

担い手農家への農地集積の加速化や過疎化・高齢化等の農村地域の構造変化に対応し、農
用地、水路等の地域資源を適切に保全管理するための目標を定めます。（構造変化に対応し
た保全管理目標）

目標に基づき、地域ぐるみで取り組む保全管理の内容及びそれを推進していくための活動
を定めます。（地域資源の適切な保全管理のための推進活動）

それらの取組の適切な実施や確実な効果発現を図るため、活動の達成状況等を市町村によ
り点検・評価するとともに、活動の実施を通じて、活動期間中に「地域資源保全管理構想※」
をとりまとめる必要があります。

農業経営基盤強化促進法第19条第１項に定める地域計画において、別記１－４の第４の２
に定める地域資源保全管理構想に準ずる内容が含まれる場合は、地域資源保全管理構想を作
成したとみなすことができます。（令和５年度改正）

「地域資源保全管理構想」とは、それぞれの地域で守ってき
た農用地や水路、農道等の地域資源を将来にわたってどのよう
に引き継いで行けば良いのかを地域で話し合い、今後の課題
や取り組むべき活動・方策について、活動期間中に構想として
とりまとめるものです。（P.73～80参照）

※地域資源保全管理構想とは。



提出時期添付書類

活動を開始しようとする年度
の６月30日まで。
（特別な事情がある場合、
市町村長が都道府県知事
を通じて、地方農政局等に
対して届出を行ったときには、
当該年度の10月31日まで）

・活動計画書

・規約

農地維持支払交付金

資源向上支払交付金
（共同）

・長寿命化整備計画書
（長寿命化で１工事当た
り200万円以上の工事があ
る場合）

資源向上支払交付金
（長寿命化）

登記事項証明書は事業計
画申請時又は計画変更時
に添付。

【広域活動組織の設立】
（別途、市町村との間で広域協定を締結）
【組織のNPO法人化】
・登記事項証明書

資源向上支払交付金
（組織の広域化・体制強
化）

事業計画の認定

■事業計画の認定

多面的機能支払交付金の活動の取り組みに当たり、事業計画書（案）を
作成し、市町村長に提出して、認定を受ける必要があります。

多面的機能支払交付金の活動を実施しようとする場合には、事業計画書（案）に活
動計画書及び規約を添付し、市町村長に提出し、その審査を受けます。

事業計画が認定されると、市町村長から事業計画の認定通知書が送付されます。

事業計画書の様式は22ページへ

また、既に活動を実施している活動組織が、認定された事業計画の内容を変更する
場合は、以下を参考に手続きを行って下さい。

認定された事業計画の変更手続きについて

【申請時期】
上記のいずれかの変更が生じたとき

【申請書に添付する書類】
変更があった事業計画書、活動計画書等

認定された事業計画や活動計画等に変更が生じた場合は、以下の①又は②の手続きが必要とな
ります。

①認定された事業計画の変更の申請 ②認定された事業計画の変更の届出

・保全管理する対象農用地面積の変更
・保全管理する対象施設の変更
・対象組織の変更※
・活動の追加、中止又は廃止（単価に変更があ
る場合含む）
・活動期間の延長

・左記以外の変更
（例）
・役員の交代、構成員の変更が生じた場合
・遊休農地を一部解消した場合
・保全管理する施設の延長又は路線の増減等

【届出時期】
変更があった年度の実施状況の報告時又は
翌年度の交付申請時のいずれか早い期日

【提出書類】
変更があった事業計画書、活動計画書等

様式は24ページへ

様式は17ページへ
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事業計画書（案）に添付する書類は以下のとおりです。

その他、市町村長の審査に当たり、設立総会の議事録等
が必要となる場合があります。

提出資料は市町村にお問い合
わせください。

※組織をNPO法人化した場合も該当します

様式は35ページへ

ポイント（令和５年度拡充）活性化計画の作成による提出書類の省略
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成19年法律第48号）第５条
第１項に規定する活性化計画が作成されている場合であって、その添付書類として様式第１－１号から
様式第１－５号までを、対象組織が既に市町村に提出している時は、これらの提出を省略できます。



■活動の実施・記録
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○ 外注費

・ 本交付金は、地域が共同で行う地域資源の保全管理活動等を支援するものですが、
活動の規模や技術面から見て活動組織で実施可能な範囲を超えていると判断される場
合に限り、作業委託等の外注により実施することが可能です。

・ 外注を行う場合には、３者以上から見積もりを徴収するなど効率的かつ透明性の高
い予算執行に努めて下さい。

○ その他

・ 共同活動には草刈や泥上げといった危険を伴う作業が多いことから、保険への加入
を推奨します。

支出に当たっての留意点 ②

[ 作業委託（外注）等の際に見積徴収を行っていない又は見積徴収先が３者未満 ]
・外注等（機械リース、機械の購入、事務委託、作業（工事）委託）の際に見積
徴収を実施していない。
・外注等の際の見積徴収について、３者以上に実施していない。

※上記に該当する場合、原則として3者以上から見積徴収を行うよう、今後対応を
改善する必要があります。

注意するべき不適切な実施例



■活動の実施・記録

支出費目

交付金の支出対象とならない経費

具体例項目番号

・営農活動に必要なポンプの電気代など農業水利施設の運
転経費
・営農のための人件費、機械経費、資材等の購入費

農業者の営農活動に
かかる経費

１

・活動組織の活動と関連しない行事や農業と関連しない祭り
に関する費用
・接待費、慶弔費、酒類・つまみの購入費、慰労を目的とし
た旅費、自治会等の集会所の備品の購入費、神社への玉
串料や奉納品代等

多面的機能の発揮と関
連しない経費

２

・他団体への寄付・助成
・他団体の経常的運営に必要な経費

他団体への寄付３

・他事業による施設整備・補修等の地元負担
他事業の地元負担へ
の充当

４

・国、都道府県又は市町村が管理者となっている道路や河
川の維持管理の経費
※ただし、地域の慣行として施設管理者の了解のもと、農地
や水路等の施設などの地域資源の保全管理と一体的に維
持管理している施設については対象にすることができる場
合があるので、市町村に相談のこと

管理者が決まっている
施設の維持管理に要す
る経費

５

・活動組織の設立前に必要な事業計画の策定に係る費用
自ら実施する必要があ
るものに要する経費

６

活動計画に位置づけ、事業計画の認定を受けた活動に係る経費については交付の
対象です。

56

[ 本交付金の活動以外又は活動のみに使途の限定が難しいものへの支出 ]
・本交付金の活動と関係性のない食料品、日用品、物品、日当等へ支出している。
・本交付金の活動以外にも使用している事務用品等へ支出している。
・認定農用地の区域外や河川・道路等管理者が別途存在し管理する土地での活動へ支出
している。
・活動組織設立以前の活動へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象となります。ただし、法令等に基づいて定め
られた管理者が管理する施設のうち、慣行として地域で管理すべき水路等の施設や農用
地と一体的に管理しているものについては、共同活動の対象とすることができる場合が
あります。

注意するべき不適切な実施例



■活動の実施・記録

・ 多面的機能支払交付金により更新等を行った施設（財産）及び、機械や器具等の
物品については、活動期間終了後においても、事業計画認定時の条件や工事に関す
る確認書や農林畜水産業関係補助金等交付規則別表（第5条関係）の耐用年数に基
づき、定められた管理者が適切に管理することになります。

・ また、土地改良区等（市町村を除く）の施設において更新等を行い、活動組織が
財産を取得した場合、速やかにその財産を土地改良区等に譲渡する必要があります。
（必要となる資料や具体的な手続きは、あらかじめ土地改良区等と協議し、指示を受
けて下さい。）

・ これらを確実かつ円滑に行うため、活動組織において財産管理台帳を作成するこ
とは非常に重要です。

※ 処分制限期間内に、交付金の目的以外の譲渡、使用等を行う場合は、地方農政局長等の
承認が必要となります。
（施設の従前の所有者である土地改良区等への譲渡については、交付金の目的に反して
行われるものではないため、地方農政局長等への承認申請不要です。）

財産の処分制限期間について

活動組織が更新等を行った施設については、処分制限期間内は、交付金の目的に反し
た譲渡、使用等が制限されます。※

この処分制限期間は、耐用年数を勘案して施設毎に定められるものです。詳しい内容
については、63、64ページの財産の耐用年数の例を参考にして下さい。
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（１）財産の取扱いについて

（２）財産管理台帳の整備

・ 更新等を行った施設については、活用した交付金の種類を問わず、その都度、財
産管理台帳に整理し保管する必要があります。

・ また、１件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具と農林畜水産業関係
補助金等交付規則別表（第５条関係）に掲げるものについても、同様に財産管理台
帳に整理が必要です。

・ 財産管理台帳には、施設の構造・規格、施工箇所、処分制限期間等を記載します。

※ 財産管理台帳（様式第１－10号）の様式については、処分制限期間欄及び処分
の状況を含む独自様式で管理することもできます。

※ 軽微な事務用品や物品、燃料等の消耗品、施設の補修工事等に使われる材料など
については台帳で整理する必要はありません。

３．財産管理台帳

[ 財産管理台帳の記載・作成漏れ ]
・更新等を行った施設（水路・農道等）、取得した機械（草刈機等）や器具（パソコン、
プリンター、カメラ等）の財産管理台帳への記載漏れ
・活動において管理すべき財産を取得している場合における財産管理台帳の作成漏れ
※上記に該当する場合、早急に該当する施設等の財産管理台帳への記載等を行うよう、
今後対応を改善する必要があります。

注意するべき不適切な実施例
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実施状況報告書に添付し市町村に提出する資料と市町村が行う実施状況の確認の区分

書類確認 現地確認

農地維持支払交付金 ○ ○

資源向上支払交付金（共同） ○
必要に応じて
実施

資源向上支払交付金（長寿命化） ○
活動期間中に
１回以上実施

実施状況の確認内容

○ 実施状況の確認内容○ 市町村へ提出する書類

※2

※3

・ 持越金については、次年度の当初期間に必要な額限りとし、使用時期、使用内容などを実
施状況報告書の備考欄に記載します。使用予定が明確でないものについては返還が必要です。

・ 長寿命化の取組として、持越金を積立てる場合は、長寿命化計画に位置付けた取組で次年
度以降に必要な費用のみとします。

・ 持越金については具体的な使用計画（取組内容ごとの使用時期と金額）などの資料を別途
整理しておくことが必要です。

・ 持越金が当該年度交付金の３割を超え、かつ、１００万円以上である場合は使用を作成し
てください。

持越金について

[ 領収書等の書類がない支出 ]
・自動販売機での購入等、領収書（レシー
ト）を確認出来ない物へ支出している。
・領収書等が紛失している等により支払い
が確認出来ない物へ支出している。
・購入品の内容が領収書等で確認出来ない
物へ支出している。

※上記に該当する場合、交付金返還の対象
となります。

注意するべき不適切な実施例

作成 保管 提出

 実施状況報告書  様式第1－8号 ○ ○ ○

 活動記録  様式第1－6号 ○ ○ ○

 作業写真整理帳 － ○ ○ ○

 金銭出納簿 ※2  様式第1－7号 ○ ○ ○

 財産管理台帳  様式第1－10号 ○ ○ ○

 領収書 － ○ ○ ※1

 総会資料 － ○ ○ ※1

 総会議事録 － ○ ○ ※1

 通帳 － ○ ○ ※1

書類名

※1 市町村から提出を求められた場合は、提出が必要

です。

※2 法人化した組織においては、金銭出納簿の市町村

への提出は不要です。

実施状況報告書のかがみ文です。別添
の報告書を添付して市町村へ提出してく
ださい。

（様式第1－８号）

長　殿

令和○年度　多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

△△市

令和○年○月○日

　多面的機能支払交付金実施要綱（平成26年４月１日付け25農振第2254号農林水産事務次官
依命通知）別紙１の第５の７及び別紙２の第５の８に基づき、多面的機能支払交付金の実施
状況について、別添のとおり報告します。

○○地域資源保全会

多面　太郎

【活動組織から市町村に提出するもの】

農林水産省様式



■地域資源保全管理構想

73

【活動のねらい】
農村地域では、過疎化や高齢化、担い手への農地集積の加速化など構造変化が進展してお
り、今後、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を担う地域の人材の不足や担い手へ
の負担の増加により、その保全管理が困難となることが懸念されます。
このため、担い手を含めた地域内の役割分担・協力体制を明確にし、地域資源を地域で支
える体制を構築するほか、地域外の人材の確保や連携の取組を進めること等により、将来に
わたって持続的に地域資源を保全管理していく必要があります。

【活動内容】
「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」は、以下の１～３の手順で実施します。
１ 構造変化に対応した保全管理目標とその内容、目標を実現するために実施すべき推進
活動の内容等を活動計画書に位置づける
２ 計画に位置付けた内容に基づき、地域における話し合いや意向調査等の推進活動を実施
３ 推進活動の結果を踏まえて、５年間の活動終了時までに、目指すべき保全管理の姿やそ
れに向けて取り組むべき活動・方策等を「地域資源保全管理構想」として取りまとめる

地域資源保全管理構想

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

●活動計画の作成

（保全管理目標及びその内容、

目標実現に向けた推進活動の内容）

推進活動（地域における検討会、意向調査等）の実施

●素案 ●決定（総会の議決）

地域資源保全管理構想策定

（策定後５年程度を見通した課題、目

指すべき姿、取り組むべき活動・方策）

地域資源の保全管理のための推進活動の取組スケジュール

各段階の詳細な実施手順は、以下（次ページ）に示すとおりです。

農村の構造変化に対応した保全管理目標を設定して推進活動を実施し、
活動期間終了後に農道や水路等が適切に管理できるよう、地域資源保全管
理構想を策定します。

ポイント（令和５年度拡充）地域計画の策定に伴う「地域資源保全管理構想」のみなし規定

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第1項に定める地域計画において、
別記１－４の第４の２に定める地域資源保全管理構想に準ずる内容が含まれている場合は、それ
をもって地域資源保全管理構想を作成したとみなすことができます。
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① 構造変化に対応した保全管理の目標の設定

② 保全管理の内容
今後、地域資源の適切な保全管理を図っていくため、地域で取り組んでいくべき保全管

理の内容を選択します。

□ 農地の利用集積の進展に伴う農用地に係る管理作業
□ 高齢化の進行に伴う高齢農家の農用地に係る管理作業
□ 不在村地主等の遊休農地に係る管理作業
□ 農業者、地域住民等が担う共同利用施設の保全管理

例：景観保全に資する地域ぐるみで行う農用地・施設の管理、農地集積や
水田フル活用に対応した農業用水の適正管理 等

□ その他

（１項目以上選択）

地域農業の将来像について地域の皆さんで話し合っていただき、農用地や水路等の地域
資源の①保全管理目標を定めます。これを踏まえ、地域ぐるみで取り組んでいくべき②保
全管理の内容とその③活動方向を定めた上で、これを実現する具体的な行動として④活動
内容を定めます。
これらの項目については以下に示すとおり、想定される主な内容を活動計画書に例示し
ていますので、該当する項目から選択することにより活動計画書に記載します。該当項目
が無い場合は、「その他」の項目に具体的な内容を記載します。

１．保全管理目標や推進活動の内容を計画に位置づける


